
 

 

 

 

 

 

平成２６年４月１日 

株式会社 中国銀行 

 

生命保険新商品の取扱開始について 

 

当行では、平成２６年 ４月７日（月）より年金原資確定部分付変額個人年金保険（通貨指定

型）「プレミアジャンプ」の取扱いを開始いたします。 

当行では、今後もお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、取扱商品の充実を図ってまいり

ます。 

 

１．取扱開始日  平成２６年４月７日（月） 

 

２．新商品の概要について 

（１）商品名 

「プレミアジャンプ」（年金原資確定部分付変額個人年金保険（通貨指定型）） 

（２）引受保険会社 

   第一フロンティア生命保険株式会社 

（３）主な特徴 

 （ア）豪ドル建ての変額年金保険であり、まとまった資金を保険料としてお払込みいただき、

原則１０年間、豪ドル建てで運用した結果を一括でも年金でもお受取りいただけます。 

 （イ）ご契約時に一時払保険料が定額部分と変額部分に分かれ、定額部分で一時払保険料の 

１１０％を豪ドル建てで確保しつつ、変額部分でプラスαの運用成果を目指します。 

 （ウ）契約日から１年経過以降、解約返還金額の円換算額が、契約時に設定した目標値に到達

しているかを毎日判定し、到達した場合には、自動的に円貨で運用成果を確保します。 

（４）その他 

商品の詳細については、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼 商品パ

ンフレット」「ご契約のしおり・約款」等によりご確認ください。 

 

３．主な注意事項 

・生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 

・当行での保険商品のご加入の有無が、当行における他のお取引きに影響をおよぼすこと 

は一切ありません。 

・当行がおこなう生命保険の募集は、お客さまと保険会社の保険契約締結の媒介をおこな

うもので、保険契約締結の代理権はありません。 

・この保険は、定額部分について市場価格調整をおこなうこと、変額部分について株式・

債券・商品など（外貨建てを含みます）の価格の変動をともなう金融商品に投資するた

め、各市場の変動により積立金額、解約返還金額などが変動すること、解約の際に解約

控除がかかることなどの理由により、解約返還金額などが一時払保険料相当額を下回

り、損失が生じるおそれがあります。 

・この保険は、年率１．８５％の保険契約関係費、年率０．２０％（税抜き）の資産運

用関係費、最大１．４％の年金管理費がかかります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【しくみ図（イメージ）】 

変額部分（運用実績連動部分） 

特別勘定で運用し、積立金額がその特別勘定の運用実績により増減する部分をいいます。 

定額部分（定率部分） 

一般勘定で運用し、運用期間満了時の積立金額が、年金原資保証率にもとづいてご契約の際に確

定する部分をいいます。 

上記のしくみ図はイメージを表したもので、将来の死亡給付金額、積立金額および解約返還金額など

を保証するものではありません。 

契約日は、第一フロンティア生命が一時払保険料のうち変額部分の基本保険金額に相当する額を

特別勘定に繰入れる日となります。「第一フロンティア生命が一時払保険料を受取った日から起算し

て８日後となる日」または「承諾日」のいずれか遅い日末に繰入れます。 

【注意】 
本資料では商品の特徴を説明しています。本保険への加入をご検討の際には、「契約締結前交付書
面（契約概要／注意喚起情報） 兼 商品パンフレット」にて必ず詳細をご確認ください。また、ご契約の
際には、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」などを必ずお読みください。 



 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

ステッ プ１：ご契約時  

●一時払保険料が「定額部分」「変額部分」の２つの部分に分かれます。 
 

 

 

 

 

ステッ プ２：豪ドルでの運用期間中  

●「定額部分」は、ご契約に適用される積立利率で、確実にふ やします。 

●「変額部分」は、市場環境の変化に対応し、積極的に収益の獲得をめざしま

す。 
 

ステッ プ３-①：運用期間満了時 

●「定額部分」で、一時払保険料（基本保険金額）の１１０％を豪ドル 建てで最

低保証します。 

●「変額部分」で「定額部分」にプラスαした運用成果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステッ プ３-②：目標値への到達時 

● ご契約時に指定した円換算の目標値に到達した場合には、自動的に運用

成果を確保し、受取れます。  
 

¾ 契約日から１年経過以後、運用期間満了の２か月前まで、解約返還金額の円換算額が設定した目標値に到達

しているかを毎日判定します（具体的には、祝日、年末・年始などの休日を除く月曜日から金曜日です）。 

¾ 判定は、第一フロンティア生命所定の為替レート（TTM－５０銭）で円換算のうえおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】 
本資料では商品の特徴を説明しています。本保険への加入をご検討の際には、「契約締結前交付書
面（契約概要／注意喚起情報） 兼 商品パンフレット」にて必ず詳細をご確認ください。また、ご契約の
際には、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」などを必ずお読みください。 

為替相場の変動により、お受取時の為替レートで円貨に換算した年金原資額、死亡給付金額、解約返還金額が、ご契約時の為替レート

で円貨に換算した年金原資額、死亡給付金額、解約返還金額を下回る場合や、お受取時の為替レートで円貨に換算した年金原資額、

死亡給付金額、解約返還金額が、ご契約時の為替レートで円貨に換算した一時払保険料相当額を下回り、損失が生じるおそれがありま

す。 

 

基本保険金額に年金原資保証率※１１０％を乗じた金額が、年金原資額として定額部分のみで最低保証され、変額部分で更なる運用

成果の上乗せをめざします。積立金額は、定額部分の積立金額および変額部分の積立金額の合計額となります。 

（１）定額部分について 

   第一フロンティア生命が一時払保険料を受取った日における積立利率を適用し、運用期間満了時の積立金額が、年金原資保証

率※１１０％に基づいてご契約の際に確定する部分をいいます。 

 ※「基本保険金額」に対する「年金支払開始日の前日における定額部分の積立金額」の割合で、この保険では１１０％ 

となります。 

（２）変額部分について 

   特別勘定で運用し、積立金額がその特別勘定の運用実績により増減する部分をいいます。 

 

＜定額の円貨建年金保険への移行に関するご留意事項について＞ 

・為替相場や市場金利の変動など、市場環境によっては、目標値に到達しない場合があります。目標値については、市場環境をふまえ、

ご指定ください。 

・到達判定日から移行日前日の解約返還金額は変動（増減）します。 



【主なお取扱いについて】 

最低 

 

豪ドルでお払込みの場合 ２０，０００豪ドル 
  

円貨でお払込みの場合 

（「保険料円貨入金特約」付加） 
２００万円 

 

米ドルでお払込みの場合 

（「保険料外貨入金特約」付加） 
２０，０００米ドル 

*保険料の払込単位は、円：１万円、豪ドル：１豪ドル、米ドル：１米ドル 

基本保険金額 

（一時払保険料 

もしくは 

各払込金額） 

最高 

５億円相当額※ 
※第一フロンティア生命が毎年６月に定める為替レートで円換算します。 
*同一の被保険者について、他に第一フロンティア生命の変額個人年金保険に加入

されている場合、基本保険金額は通算して 5 億円相当額を超えることはできませ

ん。 

運用期間 １０年 

契約年齢 ０歳～８０歳（契約日における被保険者の満年齢） 

年金種類 
x 確定年金（３年、５年、１０年） 
＊年金のお受取りにかえて、年金原資額を一括で受取ることができる制度（年金原資額の一時支払）もあ

ります。 

付加できる特約 

x 目標値到達時定額円貨建年金保険移行特約 
x 保険料円貨入金特約 
x 保険料外貨入金特約 
x 円貨支払特約 
x 死亡給付金等の年金払特約 

諸費用 

この保険にかかる費用は、運用期間中は変額部分における「保険契約関係費」
「資産運用関係費」の合計額、年金受取期間中は「保険契約関係費（年金管理
費）」となります。ただし、解約時には、この他に「解約控除」がかかります。また、外
貨のお取扱いに必要となる費用を負担していただくことがあります。 
＜ご契約時＞ 
ご契約時にご契約者に負担していただく費用はありません。 
 
＜運用期間中＞ 
①定額部分における費用 

直接負担していただく費用はありません。積立利率の計算にあたって、ご契約
の締結・維持などに必要な費用および死亡給付金を支払うための費用をあら
かじめ差引いております。 

②変額部分における費用 
x 保険契約関係費：特別勘定の資産総額に対して年率１．８５％ 
x 資産運用関係費：信託報酬は、投資信託の純資産総額に対して 

年率０．２０％（税抜き） 
＊上記の信託報酬のほか、信託事務に関する諸費用、監査費用、有価証券・金融派生商品の取引にか

かわる費用および消費税などを間接的に負担していただきます。なお、売買委託先、売買金額などに

よって手数料率が変動するなどの理由から、これらの計算方法は表示しておりません。記載の信託報

酬は平成２６年４月現在の数値であり、運用会社により将来変更される場合があります。 

 

＜ご解約時＞ 
解約控除：この保険の基本保険金額に経過年数別の解約控除率 

（１０．０～１．０％）を乗じた金額 
 
＜年金受取期間中＞ 

項目 費用 時期 
保険契約関係費 
（年金管理費）※ 

年金支払管理に必要

な費用です。 

受取年金額に対して１．
４％ 

（円貨で年金を受取る場
合は０．３５％） 

年金支払開始日以後、年
金支払日に控除します。 

 
※年金額は、年金支払開始日以後、年金の支払いとともに費用を控除する前提で算出され

ますので、費用が年金額から差引かれるものではありません。また、保険契約関係費（年金

管理費）は平成２６年４月現在の数値であり、将来変更することがありますが、年金受取開

始時点の保険契約関係費（年金管理費）は、年金受取期間を通じて適用されます。なお、

「死亡給付金等の年金払特約」を付加した場合の特約年金についても同様の取扱いとなり



ます。 

 
＜通貨を換算する場合の費用＞ 

次の場合には、為替手数料が為替レートに反映されており、当該手数料はお客
さまの負担となります。TTM（対顧客電信売買相場仲値）は、第一フロンティア
生命所定の金融機関が公表する値となります。 

 
①「保険料円貨入金特約」を付加して保険料を円貨でお払込みいただく場合、

「円貨支払特約」を付加して年金、死亡給付金、解約返還金などを円貨でお受
取りになる場合、および「目標値到達時定額円貨建年金保険移行特約」を付
加して定額の円貨建年金保険に移行した場合 
「保険料円貨入金特約」における為替レート TTM＋５０銭 
「円貨支払特約」における為替レート TTM－５０銭 
「目標値到達時定額円貨建年金保険移行特約」の
目標値判定為替レート 

TTM－５０銭 

 
②「保険料外貨入金特約」を付加して保険料を米ドルでお払込みいただく場合 

「保険料外貨入金特約」の為替レ
ート（クロスレート） 

(米ドルの TTM－２５銭)÷ 
(豪ドルの TTM＋２５銭) 

 
＊上記の為替レートは、平成２６年４月現在の数値であり、将来変更することがあります。 

＊ この商品はクーリング・オフ制度の対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解約する場合のリスクについて（損失が生じるおそれ）】 
定額部分について市場価格調整（※）をおこなうこと、変額部分について投資リスクがあること、解約の
際に解約控除がかかることなどの理由により、解約返還金額などが一時払保険料相当額を下回り、
損失が生じるおそれがあります。 
（※）市場価格調整とは、市場金利の変動に応じた運用資産の価値の変動を解約返還金額に反映させるための手法のこと

をいいます。このため、解約の際の市場金利に応じて定額部分の価値が変動し、解約返還金額が増減します。 

【為替リスクについて（損失が生じるおそれ）】 
為替相場の変動により、お受取時の為替レートで円貨に換算した年金原資額、死亡給付金額、解約
返還金額が、ご契約時の為替レートで円貨に換算した年金原資額、死亡給付金額、解約返還金額を
下回る場合や、お受取時の為替レートで円貨に換算した年金原資額、死亡給付金額、解約返還金
額が、ご契約時の為替レートで円貨に換算した一時払保険料相当額を下回り、損失が生じるおそれ
があります。 

この商品は、第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。 

【外貨のお取扱いにかかる費用について】 
保険料を外貨でお払込みいただく際には、銀行への振込手数料などの手数料をご契約者に負担して
いただく場合があります（「保険料外貨入金特約」を付加して保険料を米ドルでお払込みいただく場合
などは上記をご参照ください）。また、年金、給付金、解約返還金などを外貨でお受取りになる際に
は、取扱金融機関により諸手数料などの実費を負担していただく場合があります。当該手数料はお客
さまの負担となります。 
＊上記の諸手数料は取扱金融機関によって異なります。 

【変額部分の投資リスクについて（損失が生じるおそれ）】 
●この保険の変額部分の積立金は、特別勘定で運用・管理されます。特別勘定は、日本を含む先
進国の株式、米国債券、先進国の通貨、商品（コモディティ）、為替取引などで実質的に運用され
るため、株価や債券価格の下落、為替の変動などが基準価額の下落要因となります。 

●基準価額の下落は直接、積立金額、解約返還金額などに反映されるため、積立金額、解約返還
金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。これらのリスクは
すべてご契約者に帰属します。資産運用の成果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、第一
フロンティア生命または生命保険募集人などの第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすること
はありません。 

●なお、特別勘定に属する資産の種類、評価方法、運用方針については「契約概要」「ご契約のしお
り・約款」「特別勘定のしおり」に記載しておりますので、必ずお読みいただき内容を十分にご確認くだ
さい。 


